
令和５年度 

社会福祉法人余市町社会福祉協議会職員採用試験 

募 集 案 内 
令和４年１０月 

 

１ 採用予定人数及び採用日、職務内容 

採用予定数 採用予定日 職務内容 

１名 令和５年４月１日 社会福祉協議会事業の企画、運営、一般事務 

 

２ 受験資格 

1. 昭和６２年４月２日以降生まれの方※で、学校教育法に基づく高等学校を卒業した方 

  ※労働施策総合推進法の例外事由（３号のイ）による、長期勤続によるキャリア形成を図

る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集します。 

  ・普通自動車運転免許取得者（AT 限定可） 

 

３ 試験方法 

区分 試験方法 試験種目 内      容 

選 考 

試 験 

筆記試験 作 文 試 験 
課題は、当日発表 400 字詰め原稿用紙２枚程度（文章による

表現力、課題に対する理解力を総合的に判断します。） 

口述試験 人 物 試 験 個別面接等 

※ 応募者多数の場合は、書類選考を行う場合があります。 

 

４ 試験日時、場所 

区分 試験日時 試験会場等 

選 考 

試 験 

令和４年１１月１７日（木） 

 10：00 ～ 筆記試験 

 13：00 ～ 口述試験 

余市町福祉センター入舟分館 

（余市町社会福祉協議会） 

余市町入舟町 400 番地 

  ※合否に限らず、文書及び電話にて結果を通知します。 

 

５ 合格から採用まで 

  本会就業規則により、採用から３か月間は試用期間となり、その期間が経過後、本採用と

なります。（試用期間は勤続年数に加算されます。） 

 

６ 受験申込方法 

申込書の

取得方法 

次のいずれかの方法で取得してください。 

①本会ホームページ内の「お知らせ･新着情報」から、「令和５年度社会福祉

法人余市町社会福祉協議会職員採用試験申込書」（PDF ファイル）をダウン

ロードしてください。 

 ◇ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://yoichi-shakyo.or.jp/ 

②郵便請求の場合は、封筒の表に「職員採用試験案内請求」と朱書きし、120

円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号）を同封のうえ、本会まで

請求してください。（申込期日に間に合わない場合がありますので、郵送期

間を考慮し、請求はお早めにしてください。） 

申込に必

要な書類

等の用意 

次の書類等をご用意ください。 

①令和５年度職員採用試験申込書 ※自筆で記載 

②返信用はがき（63 円）1 枚（受験票用） ※何も記載しないこと 

③切手 84 円分（合否通知用） 

http://yoichi-shakyo.or.jp/


申込書等

の 提 出 

角型２号封筒を各自でご用意いただき、表に「職員採用試験申込書在中」と

朱書きし、上記の①～③を同封して郵送又は持参で下記応募先に提出してく

ださい。 

【申込書受付期間】 

 令和４年１０月３日（月）～令和４年１１月４日（金） 

 ※郵送の場合、令和４年１１月４日（金）（必着） 

 ※持参の場合、令和４年１１月４日（金）１５:００まで 

（注）試験申し込みにあたっての提出書類等は一切返却しません。 

受験票の

送 付 

受付期間終了後、受験資格確認の上、受験票（はがき）を送付します。 

なお、令和４年１１月１４日（月）までに受験票が届かない場合は、下記担

当までお問い合わせください。 

 

７ 待遇 ※本会給与規程による（余市町職員給与に準じた給与体系） 

 （１）初任給 ※令和４年４月１日現在 

大学卒（新卒者）の場合の初任給 １８２，２００円 

短大卒（新卒者）の場合の初任給 １６３，１００円 

高校卒（新卒者）の場合の初任給 １５０，６００円 

   ※初任給は採用前の学歴や経歴等を考慮し、決定します。 

   ※初任給の額は変わることがあります。 

   ※昇給は原則年１回です。 

 （２）諸手当 

    扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当等 

 （３）社会保険 

    健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

 

８ 勤務日、勤務時間等 

 原則、月曜日～金曜日の午前８時４５分～午後５時１５分（休憩４５分）で、土曜日、

日曜日、祝祭日年末年始（12 月 31 日～１月５日）は休日です。この他、年次有給休暇、

特別休暇（夏季休暇・忌引等）などがあります。 

 

９ 応募先、問合せ先 

  余市町社会福祉協議会 （担当：久保） 

  〒046－0011 余市郡余市町入舟町 400 番地 福祉センター入舟分館 

         TEL ０１３５-２２-３１５６ 


